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■全国の大学に例をみない異常で杜撰な処分で竹内潔氏の社会的生命が奪われたこと 
  
竹内潔氏に対する懲戒解雇処分は、文系研究者の常識から見て、きわめて異例で、異

常なものでした。たとえば人事の場合、文系では、公刊され内容が確定している著書は

研究業績として認められ審査対象となりますが、研究業績リスト等に「刊行予定」等と

記載された未公刊の著書は実際に公刊されるまで内容が確定しませんから、研究業績と

して認めるかどうかは、個々の人事選考を担当する委員会の責任と裁量に任されます。

委員会では、一切認めない場合もありますし、研究業績として認める基準（原稿、出版

証明書、ゲラの提出など）を設定する場合もあります。研究業績リストに記した著書が

設定された基準から外れた場合、記載したことが咎められるということは生じません。

たんに、その著書が審査対象から外されるだけです。 
つまり、応募者は、研究業績リストに記載した未公刊の著書の取り扱いを審査側に委

ねるのが文系の慣行です。まして、竹内氏の人事や学長裁量経費の場合では、審査側か

ら、研究業績として認める基準が示されることさえなかったのですから、同氏の記載が

問題になるはずはありません。実際、私たちが知るかぎり、全国の文系学部で、研究業

績リスト等の業績記載で、懲戒解雇はおろか、軽度の懲戒処分を受けたという事例もあ

りません。富山大学は、学術雑誌に受理された時点で論文の記述内容が確定するために

厳密な基準が設定できる理系の基準を援用して、強引に竹内氏の記載を「虚偽」・「架空」

と断じ、さらに研究者にとっては目次にすぎない研究業績リストの記載を「経歴の詐称」

とみなすという著しい拡大解釈をおこなったのです。 
このように、竹内潔氏に対する懲戒解雇処分は、異例かつ異常なものと言わざるをえ

ないのですが、富山大学自身が不要として破棄した書類の記載までが問題となったこ

とや竹内氏のために富山大学教員の科学研究費の採択率が低下するという主張、竹内

氏が処分差し止めの申立をおこなったことについての憲法を無視した罪状の付加など

にいたっては、常軌を逸しているとしか表現できません。この種の理由がまかりとおる

のであれば、どの大学のどの教員もいつ懲戒処分を受けても不思議ではないと言って

も過言ではありません。 

懲戒解雇は、再就職が困難なため、「労働者に対する死刑宣告」と呼ばれますが、社

会的信用が重視される大学教員の場合は、社会的生命を完全に断たれるのに等しい処

分です。さらに、竹内潔氏の場合は、ご家族にまで、誹謗や友人関係の断交という苦痛

がもたらされました。とりわけ慎重であるべき大学における懲戒解雇が、大学人の常識

からかけはなれた杜撰な理由でおこなわれたのが、富山大学が竹内潔氏におこなった

処分なのです。 



 

■国立大学法人２例目の懲戒解雇取り消しの和解は実質的に勝訴であること■ 
 
和解については、国際的に評価を得ている研究の総括の時期に入っていた竹内氏が懲

戒解雇処分や長期化した裁判のために研究が継続できなくなっていることやご家族の

逼迫した事情を考慮すると、竹内氏の復職を願っていた私たちとしては残念ではありま

すが、受諾が現実的な選択肢だと考えています。 
ただし、私たちは、今回の和解で懲戒解雇処分が取り消されたことについては、富山

大学による懲戒権の濫用が認められた実質的な勝訴であると、一定の評価を下してい

ます。巨大な大学組織を相手とする裁判は個人にとってはきわめて困難なものです。国

立大学の法人化以降の 12 年間で、今回の竹内氏の件以外で、国立大学がおこなった懲

戒解雇処分が取り消された例は、2011 年 3 月の那覇地裁における琉球大学教員の事例

（停職 10 ヶ月への変更）だけです。今回の和解での懲戒解雇取り消しは、この例に次

ぐ 2 例目となりますが、この点でも評価しうると言えます。 
私たちは、2004 年の国立大学の独立行政法人化以降、学内行政が管理側による恣意

的な「支配」に変わりつつあるという危惧を持っていますが、竹内氏の懲戒解雇は、こ

のような変容がもたらした突出した事例だと考えています。竹内氏の懲戒解雇問題は、

裁判では和解で終結しましたが、この処分は大学の民主的で創造的なあり方を考える

際の多数の問題を含んでおり、今後、多くの大学人によるより詳細な検討が必要だと考

えています。 


